
小平市告示第６５号  

 

小平市建築基準法施行細則第１４条の規定による調査の項目等  

 

小平市建築基準法施行細則（令和３年小平市規則第２６号。以下「規則」

という。）第１４条第１項及び第２項の規定に基づき、市長が別に定める調査

の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定め 、令和

３年４月１日から施行する。  

１  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第１

２条第１項に規定する調査は、規則第１４条第１項の規定に基づき、別

表ア欄に掲げる項目に応じ、同表イ欄に掲げる方法により実施し、その

結 果 が 同 表 ウ 欄 に 掲 げ る 基 準 に 該 当 し て い る か ど う か を 判 定 す る こ と

とする。  

２  規 則 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 別 に 定 め る 調 査 結 果 表

は、別記のとおりとする。  

別表  

   ア  調査項目  イ  調査方法  ウ  判定基準  

１  
 
敷
地
及
び
地
盤  

(1) 地盤  地 盤 沈 下
等 に よ る
不陸、傾斜
等の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

建 築 物 周 辺 に 陥 没 が あ
り 、 安 全 性 を 著 し く 損
ねていること。  

(2) 敷地  敷 地 内 の
排 水 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認する。  

排 水 管 の 詰 ま り に よ る
汚 水 の 溢 れ 等 に よ り 衛
生上問題があること。  

(3) 建 築 基 準
法施行令（
昭 和 ２ ５
年 政 令 第
３３８号。
以下「令」
と い う 。）
第 １ ２ ８
条 に 規 定
する通路、
東 京 都 建

敷 地 内 の
通 路 等 の
確 保 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認する。  

敷 地 内 の 通 路 等 が 確 保
されていないこと。  

(4) 有 効 幅 員
の 確 保 の
状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

敷 地 内 の 通 路 等 の 有 効
幅 員 が 不 足 し て い る こ
と。  

(5) 敷 地 内 の
通 路 等 の

目 視 に よ り 確
認する。  

敷 地 内 の 通 路 等 に 支 障
物があること。  



築 安 全 条
例（昭和２
５ 年 東 京
都 条 例 第
８９号。以
下 こ の 表
において「
都条例」と
い う 。） 第
１ ０ 条 の
４ 第 １ 項
に 規 定 す
る 屋 外 避
難通路、第
２ ３ 条 第
２ 項 に 規
定 す る 寄
り 付 き 等
及 び 第 ４
６ 条 第 ２
項 に 規 定
する通路（
以 下 こ の
表 に お い
て「敷地内
の通路等」
という。）  

支 障 物 の
状況  

(6) 共 同 住 宅
等 の 主 要
な 出 入 口
か ら の 通
路等  

通 路 等 の
確 保 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認 し 又 は 鋼 製
巻 尺 等 に よ り
測定する。  

都 条 例 第 １ ７ 条 （ 都 条
例 第 ７ ３ 条 に お い て 準
用する場合を含む。）の
規 定 に 適 合 し な い こ と
。  

(7) 通 路 等 の
支 障 物 の
状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

通 路 等 に 支 障 物 が あ る
こと。  

(8) 窓 先 空 地
及 び 屋 外
通路  

窓 先 空 地
の 確 保 の
状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

都 条 例 第 １ ９ 条 第 １ 項
（ 都 条 例 第 ３ ７ 条 又 は
第 ７ ３ 条 に お い て 準 用
する場合を含む。）の規
定に適合しないこと。  

(9) 窓 先 空 地
か ら 道 路
等 に 至 る
ま で の 屋
外 通 路 の
確 保 の 状
況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

都 条 例 第 １ ９ 条 第 ２ 項
（ 都 条 例 第 ３ ７ 条 又 は
第 ７ ３ 条 に お い て 準 用
する場合を含む。）の規
定に適合しないこと。  

(10) 窓 先 空 地
又 は 窓 先
空 地 か ら
道 路 等 に
至 る ま で
の 屋 外 通
路 等 の 支

目 視 に よ り 確
認する。  

都 条 例 第 １ ９ 条 第 １ 項
に 規 定 す る 窓 先 空 地 又
は 第 ２ 項 に 規 定 す る 窓
先 空 地 か ら 道 路 等 に 至
る ま で の 屋 外 通 路 等 に
支障物があること。  



障 物 の 状
況  

(11) 塀  組 積 造 の
塀 又 は 補
強 コ ン ク
リ ー ト ブ
ロ ッ ク 造
の 塀 等 の
耐 震 対 策
の状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

令 第 ６ １ 条 又 は 令 第 ６
２ 条 の ８ の 規 定 に 適 合
しないこと。  

(12) 組 積 造 の
塀 又 は 補
強 コ ン ク
リ ー ト ブ
ロ ッ ク 造
の 塀 等 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目視、下げ振り
等 に よ り 確 認
する。  

著 し い ひ び 割 れ 、 破 損
又 は 傾 斜 が 生 じ て い る
こと。  

(13) 擁壁  擁 壁 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

著 し い 傾 斜 若 し く は ひ
び 割 れ が あ る こ と 又 は
目 地 部 よ り 土 砂 が 流 出
していること。  

(14) 擁 壁 の 水
抜 き パ イ
プ の 維 持
保 全 の 状
況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り 確 認 す る と
ともに、手の届
く 範 囲 は 必 要
に 応 じ て 鉄 筋
棒 等 を 挿 入 し
確認する。  

水 抜 き パ イ プ に 詰 ま り
があること。  

(15) がけ  が け の 安
全 上 の 支
障の状況  

目 視 又 は 必 要
に 応 じ て 鋼 製
巻 尺 等 に よ り
測定する。  

都 条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 の
規 定 に 適 合 し な い こ と
。  

(16) 敷 地 に 直
接 設 置 し
た 広 告 塔
及 び 広 告
板  

広 告 塔 及
び 広 告 板
本 体 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

広 告 塔 及 び 広 告 板 本 体
に 著 し い さ び 又 は 腐 食
が発生していること。  

(17) 支 持 部 分
等 の 劣 化
及 び 損 傷
の状況  

目 視 及 び 手 の
届 く 範 囲 を テ
ス ト ハ ン マ ー
に よ る 打 診 等
に よ り 確 認 す
る。  

支 持 部 分 に 緊 結 不 良 が
あ る こ と 又 は 緊 結 金 物
に 著 し い さ び 、 腐 食 等
があること。  

２   
 
建
築
物
の
外

(1) 基礎  基 礎 の 沈
下 等 の 状
況  

目 視 及 び 建 具
の 開 閉 具 合 等
に よ り 確 認 す
る。  

地 盤 沈 下 に 伴 う 著 し い
ひ び 割 れ が あ る こ と 又
は 建 具 開 閉 等 に 支 障 が
あること。  

(2) 基 礎 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

礎 石 に ず れ が あ る こ と
又 は コ ン ク リ ー ト 面 に
鉄 筋 露 出 若 し く は 著 し



部  い ひ び 割 れ 、 欠 損 等 が
あること。  

(3) 土台（木造
に限る。）  

土 台 の 沈
下 等 の 状
況  

目 視 及 び 建 具
の 開 閉 具 合 等
に よ り 確 認 す
る。  

土 台 に た わ み 、 傾 斜 等
が あ る こ と 又 は 建 具 開
閉に支障があること。  

(4) 土 台 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

目 視 及 び 手 の
届 く 範 囲 を テ
ス ト ハ ン マ ー
に よ る 打 診 等
に よ り 確 認 す
る。  

木 材 に 著 し い 腐 朽 、 損
傷 若 し く は 虫 害 が あ る
こ と 又 は 緊 結 金 物 に 著
し い さ び 、 腐 食 等 が あ
ること。  

(5) 外壁  く 体
等  

外壁、軒裏
及 び 外 壁
の 開 口 部
で 延 焼 の
お そ れ の
あ る 部 分
の 防 火 対
策の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

法 第 ２ ３ 条 、 法 第 ２ ５
条 若 し く は 法 第 ６ １ 条
又 は 都 条 例 第 １ １ 条 の
２ の 規 定 に 適 合 し な い
こと。  

(6) 木 造 の 外
壁 く 体 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

木 材 に 著 し い 腐 朽 、 損
傷 若 し く は 虫 害 が あ る
こ と 又 は 緊 結 金 物 に 著
し い さ び 、 腐 食 等 が あ
ること。  

(7) 組 積 造 の
外 壁 く 体
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

れんが、石等に割れ、ず
れ等があること。  

(8) 補 強 コ ン
ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク
造 の 外 壁
く 体 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

目 地 モ ル タ ル に 著 し い
欠 落 が あ る こ と 又 は ブ
ロ ッ ク 積 み に 変 位 等 が
あること。  

(9) 鉄 骨 造 の
外 壁 く 体
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

鋼 材 に 著 し い さ び 、 腐
食等があること。  

(10)   鉄 筋 コ ン
ク リ ー ト
造 及 び 鉄
骨 鉄 筋 コ
ン ク リ ー
ト 造 の 外
壁 く 体 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

コ ン ク リ ー ト 面 に 鉄 筋
露 出 又 は 著 し い 白 華 、
ひ び 割 れ 、 欠 損 等 が あ
ること。  

(11) 外 装
仕 上

タイル、石
ばり等（乾

開口隅部、水平
打継部、斜壁部

外 壁 タ イ ル 等 に は く 落
等 が あ る こ と 又 は 著 し



げ 材
等  

式 工 法 に
よ る も の
を除く。）、
モ ル タ ル
等 の 劣 化
及 び 損 傷
の状況  

等 の う ち 手 の
届 く 範 囲 を テ
ス ト ハ ン マ ー
に よ る 打 診 等
により確認し、
そ の 他 の 部 分
は 必 要 に 応 じ
て 双 眼 鏡 等 を
使 用 し 目 視 に
より確認し、異
常 が 認 め ら れ
た 場 合 に あ っ
ては、落下によ
り 歩 行 者 等 に
危 害 を 加 え る
お そ れ の あ る
部 分 を 全 面 的
に テ ス ト ハ ン
マ ー に よ る 打
診 等 に よ り 確
認する。ただし
、竣工後、外壁
改 修 後 若 し く
は 落 下 に よ り
歩 行 者 等 に 危
害 を 加 え る お
そ れ の あ る 部
分 の 全 面 的 な
テ ス ト ハ ン マ
ー に よ る 打 診
等 を 実 施 し た
後 １ ０ 年 を 超
え、かつ、３年
以 内 に 落 下 に
よ り 歩 行 者 等
に 危 害 を 加 え
る お そ れ の あ
る 部 分 の 全 面
的 な テ ス ト ハ
ン マ ー に よ る
打 診 等 を 実 施
し て い な い 場
合にあっては、
落 下 に よ り 歩
行 者 等 に 危 害
を 加 え る お そ
れ の あ る 部 分
を 全 面 的 に テ
ス ト ハ ン マ ー
に よ る 打 診 等
に よ り 確 認 す
る（３年以内に
外 壁 改 修 等 が
行 わ れ る こ と

い白華、ひび割れ、浮き
等があること。  

    



が 確 実 で あ る
場 合 又 は 別 途
歩 行 者 等 の 安
全 を 確 保 す る
た め の 対 策 を
講 じ て い る 場
合を除く。）。      

(12) 乾 式 工 法
に よ る タ
イル、石ば
り 等 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

ひ び 割 れ 、 欠 損 等 が あ
ること。  

    
(13) 金 属 系 パ

ネル（帳壁
を 含 む 。）
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

パ ネ ル 面 又 は 取 合 い 部
が 著 し い さ び 等 に よ り
変形していること。  

(14)  コ ン ク リ
ー ト 系 パ
ネル（帳壁
を 含 む 。）
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

さ び 汁 を 伴 っ た ひ び 割
れ、欠損等があること。 

 

(15) 窓 サ
ッ シ
等  

サ ッ シ 等
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り 確 認 し 又 は
開 閉 に よ り 確
認する。  

サ ッ シ 等 の 腐 食 又 は ネ
ジ 等 の 緩 み に よ り 変 形
していること。  

(16) は め 殺 し
窓 の ガ ラ
ス の 固 定
の状況  

触 診 に よ り 確
認する。  

昭 和 ４ ６ 年 建 設 省 告 示
第 １ ０ ９ 号 第 ３ 第 ４ 号
の 規 定 に 適 合 し て い な
いこと。  

(17) 外 壁
に 緊
結 さ
れ た
広 告
板 、
空 調
室 外
機等  

機 器 本 体
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

機 器 本 体 に 著 し い さ び
又は腐食があること。  

(18) 支 持 部 分
等 の 劣 化
及 び 損 傷
の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り 確 認 し 又 は
手 の 届 く 範 囲
を テ ス ト ハ ン
マ ー に よ る 打
診 等 に よ り 確
認する。  

支 持 部 分 に 緊 結 不 良 が
あ る こ と 又 は 緊 結 金 物
に 著 し い さ び 、 腐 食 等
があること。  

      
３   
 
屋
上
及

(1) 屋上面  屋 上 面 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認する。  

歩 行 上 危 険 な ひ び 割 れ
若 し く は 反 り が あ る こ
と 又 は 伸 縮 目 地 材 が 欠
落 し 植 物 が 繁 茂 し て い
ること。  



び
屋
根  

(2) 屋上回り（
屋 上 面 を
除く。）  

パ ラ ペ ッ
ト の 立 ち
上 り 面 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目 視 及 び テ ス
ト ハ ン マ ー に
よ る 打 診 等 に
より確認する。 

モ ル タ ル 等 の 仕 上 げ 材
に 著 し い 白 華 、 ひ び 割
れ 等 が あ る こ と 又 は パ
ネ ル が 破 損 し て い る こ
と。  

(3) 笠 木 モ ル
タ ル 等 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目 視 及 び テ ス
ト ハ ン マ ー に
よ る 打 診 等 に
より確認する。 

モ ル タ ル 面 に 著 し い ひ
び 割 れ 、 欠 損 等 が あ る
こと。  

(4) 金 属 笠 木
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

目 視 及 び テ ス
ト ハ ン マ ー に
よ る 打 診 等 に
より確認する。 

笠 木 に 著 し い さ び 若 し
く は 腐 食 が あ る こ と 又
は 笠 木 接 合 部 に 緩 み が
あ り 部 分 的 に 変 形 し て
いること。  

(5) 排水溝（ド
レ ー ン を
含 む 。） の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目 視 及 び テ ス
ト ハ ン マ ー に
よ る 打 診 等 に
より確認する。 

排 水 溝 の モ ル タ ル に 著
し い ひ び 割 れ 、 浮 き 等
があること。  

(6) 屋根  屋 根 の 防
火 対 策 の
状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

防 火 地 域 又 は 準 防 火 地
域 内 の 建 築 物 の 屋 根 に
あ っ て は 法 第 ６ ２ 条 の
規 定 に 適 合 し な い こ と
又 は 令 和 ２ 年 小 平 市 告
示 第 ４ ０ 号 に お い て 指
定 す る 区 域 内 の 建 築 物
の 屋 根 に あ っ て は 法 第
２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に
適合しないこと。  

(7) 屋 根 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り 確 認 し 又 は
テ ス ト ハ ン マ
ー に よ る 打 診
等 に よ り 確 認
する。  

屋 根 ふ き 材 に 割 れ が あ
る こ と 又 は 緊 結 金 物 に
著 し い 腐 食 等 が あ る こ
と。  

(8) 機 器 及 び
工作物（冷
却塔設備、
広告塔等） 

機器、工作
物 本 体 及
び 接 合 部
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

目 視 及 び テ ス
ト ハ ン マ ー に
よ る 打 診 等 に
より確認する。 

機 器 若 し く は 工 作 物 本
体 又 は こ れ ら と 屋 上 及
び 屋 根 と の 接 合 部 に 著
し い さ び 、 腐 食 等 が あ
ること。  

(9) 支 持 部 分
等 の 劣 化
及 び 損 傷
の状況  

目 視 及 び テ ス
ト ハ ン マ ー に
よ る 打 診 等 に
より確認する。 

支 持 部 分 に 緊 結 不 良 若
し く は 緊 結 金 物 に 著 し
い 腐 食 等 又 は コ ン ク リ
ー ト 基 礎 等 に 著 し い ひ
び 割 れ 、 欠 損 等 が あ る
こと。        

４   
 

(1) 防 火
区画  

令 第 １ １ ２ 条 第
１ １ 項 か ら 第 １

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ １ ２ 条 第 １ １ 項
か ら 第 １ ３ 項 ま で の 規



建
築
物
の
内
部  

３ 項 ま で に 規 定
する区画の状況  

定 に 適 合 し な い こ と 。
た だ し 、 令 第 １ ２ ９ 条
の ２ 第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、全館避難
安 全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ
す 修 繕 や 模 様 替 え 等 （
以下「修繕等」という。
） が 行 わ れ て い な い 場
合を除く。      

(2) 令 第 １ １ ２ 条 第
１項、第４項、第
５ 項 又 は 第 ７ 項
か ら 第 １ ０ 項 ま
で の 各 項 等 に 規
定 す る 区 画 の 状
況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ １ ２ 条 第 １ 項 、
第 ４ 項 、 第 ５ 項 若 し く
は 第 ７ 項 か ら 第 １ ０ 項
ま で （ 令 第 １ ２ ９ 条 の
２ 第 １ 項 の 規 定 が 適 用
され、かつ、全館避難安
全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ す
修 繕 等 が 行 わ れ て い な
い 場 合 に あ っ て は 、 第
７項を除く。）又は都条
例 第 ２ ５ 条 の 規 定 に 適
合しないこと。  

(3) 令 第 １ １ ２ 条 第
１ ８ 項 等 に 規 定
する区画の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ １ ２ 条 第 １ ８ 項
又 は 都 条 例 第 １ ０ 条 の
５、第３０条、第３８条
、 第 ３ ９ 条 若 し く は 第
４ ８ 条 か ら 第 ５ １ 条 ま
で （ 令 第 １ ２ ９ 条 第 １
項 の 規 定 が 適 用 さ れ 、
か つ 、 階 避 難 安 全 性 能
に 影 響 を 及 ぼ す 修 繕 等
が 行 わ れ て い な い 場 合
に あ っ て は 、 都 条 例 第
４ ８ 条 を 除 き 、 令 第 １
２ ９ 条 の ２ 第 １ 項 の 規
定が適用され、かつ、全
館 避 難 安 全 性 能 に 影 響
を 及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ
れ て い な い 場 合 に あ っ
て は 、 令 第 １ １ ２ 条 第
１ ８ 項 並 び に 都 条 例 第
４ ８ 条 及 び 第 ４ ９ 条 を
除く。）の規定に適合し
ないこと。  

(4) 都 条 例 第 ８ 条 に
規 定 す る 区 画 の
状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 ８ 条 の 規 定 に
適 合 し な い こ と 。 た だ
し 、 令 第 １ ２ ９ 条 の ２
第 １ 項 の 規 定 が 適 用 さ
れ、かつ、全館避難安全
性 能 に 影 響 を 及 ぼ す 修
繕 等 が 行 わ れ て い な い
場合を除く。  

(5) 防 火
区 画
の 外

令 第 １ １
２ 条 第 １
６ 項 に 規

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ １ ２ 条 第 １ ６ 項
又 は 第 １ ７ 項 の 規 定 に
適合しないこと。  



周部  定 す る 外
壁 等 及 び
同 条 第 １
７ 項 に 規
定 す る 防
火 設 備 の
処 置 の 状
況      

(6) 令 第 １ １
２ 条 第 １
６ 項 に 規
定 す る 外
壁 等 及 び
同 条 第 １
７ 項 に 規
定 す る 防
火 設 備 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認する。  

令 第 １ １ ２ 条 第 １ ６ 項
に 規 定 す る 外 壁 等 、 同
条 第 １ ７ 項 に 規 定 す る
防 火 設 備 に 損 傷 が あ る
こと。  

(7) 壁 の
室 内
に 面
す る
部分  

く 体
等  

木 造 の 壁
の 室 内 に
面 す る 部
分 の く 体
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

木 材 に 著 し い 腐 朽 、 損
傷 若 し く は 虫 害 が あ る
こ と 又 は 緊 結 金 物 に 著
し い さ び 、 腐 食 等 が あ
ること。  

(8) 組 積 造 の
壁 の 室 内
に 面 す る
部 分 の く
体 の 劣 化
及 び 損 傷
の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

れんが、石等に割れ、ず
れ等があること。  

(9) 補 強 コ ン
ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク
造 の 壁 の
室 内 に 面
す る 部 分
の く 体 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

目 地 モ ル タ ル に 著 し い
欠 落 が あ る こ と 又 は ブ
ロ ッ ク 積 み に 変 位 が あ
ること。  

(10)  鉄 骨 造 の
壁 の 室 内
に 面 す る
部 分 の く
体 の 劣 化
及 び 損 傷
の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

鋼 材 に 著 し い さ び 、 腐
食等があること。  

(11)  鉄 筋 コ ン
ク リ ー ト
造 及 び 鉄

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ

コ ン ク リ ー ト 面 に 鉄 筋
露 出 又 は 著 し い 白 華 、
ひ び 割 れ 、 欠 損 等 が あ



骨 鉄 筋 コ
ン ク リ ー
ト 造 の 壁
の 室 内 に
面 す る 部
分 の く 体
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

り確認する。  ること。  

(12)  耐 火
構 造
の 壁
又 は
準 耐
火 構
造 の
壁 （
防 火
区 画
を 構
成 す
る 壁
に 限
る。） 

準 耐 火 性
能 等 の 確
保の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

次 の 各 号 の い ず れ か に
該当すること。  

(1) 令 第 １ １ ２ 条 第
１項、第４項から第
６ 項 ま で 又 は 第 １
８項（令第１２９条
の ２ 第 １ 項 の 規 定
が適用され、かつ、
全 館 避 難 安 全 性 能
に 影 響 を 及 ぼ す 修
繕 等 が 行 わ れ て い
な い 場 合 に あ っ て
は、第１８項を除く
。）の規定による防
火 区 画  １ 時 間 準
耐 火 基 準 に 適 合 し
ないこと。  

(2) 令 第 １ １ ２ 条 第
７項又は第１０項（
令 第 １ ２ ９ 条 の ２
第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、全館
避 難 安 全 性 能 に 影
響 を 及 ぼ す 修 繕 等
が 行 わ れ て い な い
場合にあっては、第
７項を除く。）の規
定 に よ る 防 火 区 画  
令 第 １ ０ ７ 条 の 規
定 に 適 合 し な い こ
と。  

(3) 令 第 １ １ ２ 条 第
１ １ 項 か ら 第 １ ３
項 ま で 又 は 第 １ ６
項（令第１２９条の
２ 第 １ 項 の 規 定 が
適用され、かつ、全
館 避 難 安 全 性 能 に
影 響 を 及 ぼ す 修 繕
等 が 行 わ れ て い な
い場合にあっては、
第 １ １ 項 か ら 第 １
３項までを除く。）
の 規 定 に よ る 防 火
区 画  令 第 １ ０ ７

     



条 の ２ の 規 定 に 適
合しないこと。  

(13)  部 材 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

各 部 材 及 び 接 合 部 に 穴
又は破損があること。  

(14)  鉄 骨 の 耐
火 被 覆 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

設 計 図 書 等 に
より確認し、法
第 １ ２ 条 第 １
項 の 規 定 に 基
づ く 調 査 以 後
に 法 第 ６ 条 第
１ 項 の 規 定 に
基 づ く 確 認 を
要 し な い 規 模
の 修 繕 等 が 行
われ、かつ、点
検 口 等 が あ る
場 合 に あ っ て
は、点検口等か
ら 目 視 に よ り
確認する。  

耐 火 被 覆 の は が れ 等 に
よ り 鉄 骨 が 露 出 し て い
ること。  

 

(15)  給水管、配
電 管 そ の
他 の 管 又
は 風 道 の
区 画 貫 通
部 の 充 て
ん 等 の 処
理の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認し、修
繕等が行われ、
かつ、点検口等
が あ る 場 合 に
あっては、点検
口 等 か ら 目 視
に よ り 確 認 す
る。  

令 第 １ １ ２ 条 第 ２ ０ 項
若 し く は 第 ２ １ 項 、 令
第 １ ２ ９ 条 の ２ の ４ 又
は 都 条 例 第 ７ ４ 条 の 規
定に適合しないこと。  

(16)  令 第
１ １
４ 条
に 規
定 す
る 界
壁 、
間 仕
切 壁
及 び
隔壁  

令 第 １ １
４ 条 に 規
定 す る 界
壁、間仕切
壁 及 び 隔
壁の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認し、修
繕等が行われ、
かつ、点検口等
が あ る 場 合 に
あっては、点検
口 等 か ら 目 視
に よ り 確 認 す
る。  

令 第 １ １ ４ 条 の 規 定 に
適合しないこと。  

(17)  令 第
１ ２
８ 条
の ５
各 項
等 に
規 定
す る
建 築
物 の
壁 の
室 内
に 面

室 内 に 面
す る 部 分
の 仕 上 げ
の 維 持 保
全の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ ２ ８ 条 の ５ 又 は
都 条 例 第 １ ５ 条 、 第 ７
２ 条 、 第 ７ ３ 条 若 し く
は 第 ７ ５ 条 （ 令 第 １ ２
８ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定
が適用され、かつ、区画
避 難 安 全 性 能 に 影 響 を
及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ
て い な い 場 合 、 令 第 １
２ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 が
適用され、かつ、階避難
安 全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ
す 修 繕 等 が 行 わ れ て い



す る
部分  

な い 場 合 又 は 令 第 １ ２
９ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定
が適用され、かつ、全館
避 難 安 全 性 能 に 影 響 を
及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ
て い な い 場 合 に あ っ て
は 、 令 第 １ ２ ８ 条 の ５
第２項、第６項、第７項
及 び 階 段 に 係 る 部 分 以
外 の 規 定 並 び に 都 条 例
第 １ ５ 条 （ 専 修 学 校 及
び 各 種 学 校 に 限 り 、 か
つ 、 階 段 に 係 る 部 分 を
除く。）及び第７２条（
階 段 に 係 る 部 分 を 除 く
。）の規定を除く。）の規
定に適合しないこと。        

(18) 床  く 体
等  

木 造 の 床
く 体 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

木 材 に 著 し い 腐 朽 、 損
傷 若 し く は 虫 害 が あ る
こ と 又 は 緊 結 金 物 に 著
し い さ び 、 腐 食 等 が あ
ること。  

 

    
(19) 鉄 骨 造 の

床 く 体 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認する。  

鋼 材 に 著 し い さ び 、 腐
食等があること。  

    
(20) 鉄 筋 コ ン

ク リ ー ト
造 及 び 鉄
骨 鉄 筋 コ
ン ク リ ー
ト 造 の 床
く 体 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

コ ン ク リ ー ト 面 に 鉄 筋
露 出 又 は 著 し い 白 華 、
ひ び 割 れ 、 欠 損 等 が あ
ること。  

     
(21) 耐 火

構 造
の 床
又 は
準 耐
火 構
造 の
床 （
防 火
区 画
を 構
成 す
る 床
に 限
る。） 

準 耐 火 性
能 等 の 確
保の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

次 の 各 号 の い ず れ か に
該当すること。  

(1) 令 第 １ １ ２ 条 第
１項、第４項から第
６ 項 ま で 又 は 第 １
８項（令第１２９条
の ２ 第 １ 項 の 規 定
が適用され、かつ、
全 館 避 難 安 全 性 能
に 影 響 を 及 ぼ す 修
繕 等 が 行 わ れ て い
な い 場 合 に あ っ て
は、第１８項を除く
。）の規定による防
火 区 画  １ 時 間 準
耐 火 基 準 に 適 合 し
ないこと。  

(2) 令 第 １ １ ２ 条 第



７項又は第１０項（
令 第 １ ２ ９ 条 の ２
第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、全館
避 難 安 全 性 能 に 影
響 を 及 ぼ す 修 繕 等
が 行 わ れ て い な い
場合にあっては、第
７項を除く。）の規
定 に よ る 防 火 区 画  
令 第 １ ０ ７ 条 の 規
定 に 適 合 し な い こ
と。  

(3) 令 第 １ １ ２ 条 第
１ １ 項 か ら 第 １ ３
項 ま で 又 は 第 １ ６
項（令第１２９条の
２ 第 １ 項 の 規 定 が
適用され、かつ、全
館 避 難 安 全 性 能 に
影 響 を 及 ぼ す 修 繕
等 が 行 わ れ て い な
い場合にあっては、
第 １ １ 項 か ら 第 １
３項までを除く。）
の 規 定 に よ る 防 火
区 画  令 第 １ ０ ７
条 の ２ の 規 定 に 適
合しないこと。  

(22) 部 材 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

各 部 材 及 び 接 合 部 に 穴
や破損があること。  

    
(23) 給水管、配

電 管 そ の
他 の 管 又
は 風 道 の
区 画 貫 通
部 の 充 て
ん 等 の 処
理の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認し、修
繕等が行われ、
かつ、点検口等
が あ る 場 合 に
あ っ て は 点 検
口 等 か ら 目 視
に よ り 確 認 す
る。  

令 第 １ １ ２ 条 第 ２ ０ 項
若 し く は 第 ２ １ 項 、 令
第 １ ２ ９ 条 の ２ の ４ 又
は 都 条 例 第 ７ ４ 条 の 規
定に適合しないこと。  

      
(24) 天井  令 第

１ ２
８ 条
の ５
各 項
等 に
規 定
す る
建 築
物 の
天 井
の 室
内 に

室 内 に 面
す る 部 分
の 仕 上 げ
の 維 持 保
全の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ ２ ８ 条 の ５ 又 は
都 条 例 第 １ ５ 条 、 第 ７
２ 条 、 第 ７ ３ 条 若 し く
は 第 ７ ５ 条 （ 令 第 １ ２
８ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定
が適用され、かつ、区画
避 難 安 全 性 能 に 影 響 を
及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ
て い な い 場 合 、 令 第 １
２ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 が
適用され、かつ、階避難
安 全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ
す 修 繕 等 が 行 わ れ て い



面 す
る 部
分  

な い 場 合 又 は 令 第 １ ２
９ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定
が適用され、かつ、全館
避 難 安 全 性 能 に 影 響 を
及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ
て い な い 場 合 に あ っ て
は 、 令 第 １ ２ ８ 条 の ５
第２項、第６項、第７項
及 び 階 段 に 係 る 部 分 以
外 の 規 定 並 び に 都 条 例
第 １ ５ 条 （ 専 修 学 校 及
び 各 種 学 校 に 限 り 、 か
つ 、 階 段 に 係 る 部 分 を
除く。）及び第７２条（
階 段 に 係 る 部 分 を 除 く
。）の規定を除く。）の規
定に適合しないこと。  

(25)   室 内 に 面
す る 部 分
の 仕 上 げ
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り 確 認 し 又 は
テ ス ト ハ ン マ
ー に よ る 打 診
等 に よ り 確 認
する。  

室 内 に 面 す る 部 分 の 仕
上 げ に 浮 き 、 た わ み 等
の 劣 化 若 し く は 損 傷 が
あ る こ と 又 は は く 落 等
があること。  

  

(26)  特 定
天井  

特 定 天 井
の 天 井 材
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

天井材に腐食、緩み、外
れ、欠損、たわみ等があ
ること。  

     
(27) 防火設備（

防火扉、防
火 シ ャ ッ
タ ー そ の
他 こ れ ら
に 類 す る
も の に 限
る 。） 又 は
戸  

区 画 に 対
応 し た 防
火 設 備 又
は 戸 の 設
置の状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ １ ２ 条 第 １ ９ 項
の 規 定 に 適 合 し な い こ
と。  

    
(28) 居 室 か ら

地 上 へ 通
じ る 主 た
る廊下、階
段 そ の 他
の 通 路 に
設 置 さ れ
た 防 火 設
備 又 は 戸
に お け る
く ぐ り 戸
の 設 置 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ １ ２ 条 第 １ ９ 項
の 規 定 に 適 合 し な い こ
と。  

    
(29) 昭 和 ４ ８

年 建 設 省
告 示 第 ２
５ ６ ３ 号
第 １ 第 １

常 時 閉 鎖 し た
状 態 に あ る 防
火扉又は戸（以
下「常閉防火扉
等」という。）

昭 和 ４ ８ 年 建 設 省 告 示
第 ２ ５ ６ ３ 号 第 １ 第 １
号 ロ の 規 定 に 適 合 し な
いこと。  



号 ロ に 規
定 す る 基
準 に つ い
て の 適 合
の状況  

にあっては、各
階 の 主 要 な 常
閉 防 火 扉 等 の
閉 鎖 時 間 を ス
ト ッ プ ウ ォ ッ
チ 等 に よ り 測
定し、扉の重量
に よ り 運 動 エ
ネ ル ギ ー を 確
認 す る と と も
に、必要に応じ
て 閉 鎖 す る 力
を テ ン シ ョ ン
ゲ ー ジ 等 に よ
り測定する。た
だし、３年以内
に 実 施 し た 点
検 の 記 録 が あ
る 場 合 に あ っ
ては、当該記録
に よ り 確 認 す
る こ と で 足 り
る。      

(30) 防 火 扉 又
は 戸 の 開
放方向  

目 視 に よ り 確
認する。  

令 第 １ ２ ３ 条 第 １ 項 第
６ 号 、 第 ２ 項 第 ２ 号 又
は 第 ３ 項 第 １ ０ 号 （ 令
第 １ ２ ９ 条 第 １ 項 の 規
定が適用され、かつ、階
避 難 安 全 性 能 に 影 響 を
及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ
て い な い 場 合 に あ っ て
は、第３項第１０号（屋
内 か ら バ ル コ ニ ー 又 は
付 室 に 通 ず る 出 入 口 に
係る部分に限る。）を除
き 、 令 第 １ ２ ９ 条 の ２
第 １ 項 の 規 定 が 適 用 さ
れ、かつ、全館避難安全
性 能 に 影 響 を 及 ぼ す 修
繕 等 が 行 わ れ て い な い
場 合 に あ っ て は 、 第 １
項 第 ６ 号 、 第 ２ 項 第 ２
号 及 び 第 ３ 項 第 １ ０ 号
を除く。）の規定に適合
しないこと。      

(31) 常 時 閉 鎖
又 は 作 動
し た 状 態
に あ る 防
火 設 備 又
は戸（以下
「 常 閉 防
火設備等」
と い う 。）

目 視 に よ り 確
認する。  

常 閉 防 火 設 備 等 の 変 形
又 は 損 傷 に よ り 遮 炎 性
能 又 は 遮 煙 性 能 （ 令 第
１ １ ２ 条 第 １ ９ 項 第 ２
号 に 規 定 す る 特 定 防 火
設 備 又 は 常 閉 防 火 設 備
等に限る。）に支障があ
ること。  



の 本 体 と
枠 の 劣 化
及 び 損 傷
の状況  

(32) 常 閉 防 火
設 備 等 の
閉 鎖 又 は
作 動 の 状
況  

各 階 の 主 要 な
常 閉 防 火 設 備
等 の 閉 鎖 又 は
作 動 を 確 認 す
る。ただし、３
年 以 内 に 実 施
し た 点 検 の 記
録 が あ る 場 合
にあっては、当
該 記 録 に よ り
確 認 す る こ と
で足りる。  

常 閉 防 火 設 備 等 が 閉 鎖
又は作動しないこと。  

    
(33) 常 閉 防 火

設 備 等 の
閉 鎖 又 は
作 動 の 障
害 と な る
物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

物 品 が 放 置 さ れ て い る
こ と に よ り 常 閉 防 火 設
備 等 の 閉 鎖 又 は 作 動 に
支障があること。  

(34) 常 閉 防 火
扉 等 の 固
定の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

常 閉 防 火 扉 等 が 開 放 状
態 に 固 定 さ れ て い る こ
と。  

(35) 照明器具、
懸垂物等  

照明器具、
懸 垂 物 等
の 落 下 防
止 対 策 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り 確 認 し 又 は
触 診 に よ り 確
認する。  

照 明 器 具 又 は 懸 垂 物 に
著しいさび、腐食、緩み
、変形等があること。  

(36) 防 火 設 備
又 は 戸 の
閉 鎖 の 障
害 と な る
照明器具、
懸 垂 物 等
の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

防 火 設 備 又 は 戸 の 閉 鎖
に支障があること。  

(37) 居 室 の 採
光 及 び 換
気  

採 光 の た
め の 開 口
部 の 面 積
の 確 保 の
状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

法 第 ２ ８ 条 第 １ 項 又 は
令 第 １ ９ 条 の 規 定 に 適
合しないこと。  

(38) 採 光 の 妨
げ と な る
物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

採 光 の 妨 げ と な る 物 品
が 放 置 さ れ て い る こ と
。  

(39) 換 気 の た
め の 開 口
部 の 面 積
の 確 保 の
状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 、 令
第 ２ ０ 条 の ２ 又 は 令 第
２ ０ 条 の ３ の 規 定 に 適
合しないこと。  



(40) 換 気 設 備
の 設 置 の
状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 若 し
く は 第 ３ 項 、 令 第 ２ ０
条 の ２ 又 は 令 第 ２ ０ 条
の ３ の 規 定 に 適 合 し な
いこと。  

(41) 換 気 設 備
の 作 動 の
状況  

各 階 の 主 要 な
換 気 設 備 の 作
動を確認する。
ただし、３年以
内 に 実 施 し た
法 第 １ ２ 条 第
３ 項 の 規 定 に
基づく検査（以
下「定期検査」
という。）等の
記 録 が あ る 場
合にあっては、
当 該 記 録 に よ
り 確 認 す る こ
とで足りる。  

換 気 設 備 が 作 動 し な い
こと。  

(42) 換 気 の 妨
げ と な る
物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

換 気 の 妨 げ と な る 物 品
が 放 置 さ れ て い る こ と
。  

(43) 石 綿 等 を
添 加 し た
建築材料  

吹 付 け 石
綿 及 び 吹
付 け ロ ッ
ク ウ ー ル
で そ の 含
有 す る 石
綿 の 重 量
が 当 該 建
築 材 料 の
重量の０．
１ パ ー セ
ン ト を 超
えるもの（
以下「吹付
け石綿等」
と い う 。）
の 使 用 の
状況  

設計図書、分析
機 関 に よ る 分
析結果、目視等
に よ り 確 認 す
る。  

平 成 １ ８ 年 国 土 交 通 省
告 示 第 １ １ ７ ２ 号 各 号
に 定 め る 石 綿 を あ ら か
じ め 添 加 し た 建 築 材 料
を使用していること。  

    
(44) 吹 付 け 石

綿 等 の 劣
化の状況  

３ 年 以 内 に 実
施 し た 劣 化 状
況 調 査 の 結 果
を確認する。  

表 面 の 毛 羽 立 ち 、 繊 維
のくずれ、たれ下がり、
下 地 か ら の 浮 き 、 は く
離 等 が あ る こ と 又 は ３
年 以 内 に 劣 化 状 況 調 査
が 行 わ れ て い な い こ と
。      

(45) 除 去 又 は
囲 い 込 み
若 し く は
封 じ 込 め
に よ る 飛

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

次 に 掲 げ る 各 号 の い ず
れかに該当すること。  

(1) 増 築 若 し く は 改
築 を 行 っ た 場 合 の
当該部分、増築若し



散 防 止 措
置 の 実 施
の状況  

く は 改 築 に 係 る 部
分 の 床 面 積 の 合 計
が 令 第 １ ３ ７ 条 に
定める基準時（以下
「基準時」という。
）における延べ面積
の ２ 分 の １ を 越 え
る 増 築 若 し く は 改
築 を 行 っ た 場 合 の
当 該 部 分 以 外 の 部
分 又 は 大 規 模 の 修
繕 若 し く は 大 規 模
の 模 様 替 え を 行 っ
た 場 合 の 当 該 部 分
において、吹付け石
綿 等 の 除 去 を し て
いないこと。  

(2) 増 築 若 し く は 改
築 に 係 る 部 分 の 床
面 積 の 合 計 が 基 準
時 に お け る 延 べ 面
積 の ２ 分 の １ を 超
え な い 増 築 若 し く
は 改 築 を 行 っ た 場
合 の 当 該 部 分 以 外
の 部 分 又 は 大 規 模
の 修 繕 若 し く は 大
規 模 の 模 様 替 え を
行 っ た 場 合 の 当 該
部 分 以 外 の 部 分 に
おいて、吹付け石綿
等の除去、封じ込め
又 は 囲 い 込 み を し
ていないこと。  

(46) 囲 い 込 み
又 は 封 じ
込 め に よ
る 飛 散 防
止 措 置 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

石 綿 飛 散 防 止 剤 又 は 囲
い 込 み 材 に 亀 裂 、 は く
落 等 の 劣 化 又 は 損 傷 が
あること。  

      
５   
 
避
難
施
設
等  

(1) 令 第 １ ２
０ 条 第 ２
項 に 規 定
す る 通 路
等  

令 第 １ ２
０ 条 第 ２
項 に 規 定
す る 通 路
等 の 確 保
の状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ ２ ０ 条 若 し く は
第 １ ２ １ 条 又 は 都 条 例
第 ２ ５ 条 （ 令 第 １ ２ ９
条 第 １ 項 の 規 定 が 適 用
され、かつ、階避難安全
性 能 に 影 響 を 及 ぼ す 修
繕 等 が 行 わ れ て い な い
場 合 又 は 令 第 １ ２ ９ 条
の ２ 第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、全館避難
安 全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ
す 修 繕 等 が 行 わ れ て い



な い 場 合 に あ っ て は 、
令 第 １ ２ ０ 条 及 び 都 条
例 第 ２ ５ 条 第 ２ 項 を 除
く。）の規定に適合しな
いこと。  

(2) 廊下  幅 の 確 保
の状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

幅 が 令 第 １ １ ９ 条 又 は
都 条 例 第 １ ０ 条 の ４ 、
第 ２ ６ 条 若 し く は 第 ４
４ 条 （ 令 第 １ ２ ９ 条 第
１ 項 の 規 定 が 適 用 さ れ
、かつ、階避難安全性能
に 影 響 を 及 ぼ す 修 繕 等
が 行 わ れ て い な い 場 合
に あ っ て は 、 令 第 １ １
９ 条 並 び に 都 条 例 第 ２
６ 条 及 び 第 ４ ４ 条 を 除
き 、 令 第 １ ２ ９ 条 の ２
第 １ 項 の 規 定 が 適 用 さ
れ、かつ、全館避難安全
性 能 に 影 響 を 及 ぼ す 修
繕 等 が 行 わ れ て い な い
場合を除く。）の規定に
適合しないこと。  

(3) 行 き 止 ま
り 廊 下 の
状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 １ ０ 条 の ８ の
規 定 に 適 合 し な い こ と
。ただし、小学校（義務
教 育 学 校 の 前 期 課 程 を
含む。以下同じ。）で令
第 １ ２ ９ 条 第 １ 項 又 は
第 １ ２ ９ 条 の ２ 第 １ 項
の 規 定 が 適 用 さ れ 、 か
つ 、 階 避 難 安 全 性 能 又
は 全 館 避 難 安 全 性 能 に
影 響 を 及 ぼ す 修 繕 等 が
行 わ れ て い な い 場 合 を
除く。  

(4) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

避 難 の 支 障 と な る 物 品
が 放 置 さ れ て い る こ と
。       

(5) 出入口等  出 入 口 等
の 確 保 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ １ ８ 条 、 第 １ ２
４ 条 、 第 １ ２ ５ 条 若 し
く は 第 １ ２ ５ 条 の ２ 又
は 都 条 例 第 １ ０ 条 の ４
、第１３条、第２３条、
第４２条、第４３条、第
４ ６ 条 若 し く は 第 ５ ０
条 （ 令 第 １ ２ ９ 条 第 １
項 の 規 定 が 適 用 さ れ 、
か つ 、 階 避 難 安 全 性 能
に 影 響 を 及 ぼ す 修 繕 等
が 行 わ れ て い な い 場 合
に あ っ て は 令 第 １ ２ ４
第 １ 項 第 ２ 号 並 び に 都
条 例 第 １ ３ 条 （ 小 学 校



に限る。）及び第４３条
第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で
を 除 き 、 令 第 １ ２ ９ 条
の ２ 第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、全館避難
安 全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ
す 修 繕 等 が 行 わ れ て い
な い 場 合 に あ っ て は 、
令 第 １ ２ ４ 第 １ 項 並 び
に 第 １ ２ ５ 条 第 １ 項 及
び 第 ３ 項 並 び に 都 条 例
第 １ ０ 条 の ４ 第 １ 項 、
第 １ ３ 条 （ 小 学 校 に 限
る 。）、 第 ４ ３ 条 第 １ 号
か ら 第 ４ 号 ま で 、 第 ４
６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 、 第
４ 号 及 び 第 ５ ０ 条 第 ２
項を除く。）の規定に適
合しないこと。  

(6) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

物 品 が 放 置 さ れ て い る
こ と に よ り 扉 等 の 開 閉
に支障があること。  

(7) 屋上広場  屋 上 広 場
の 確 保 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ６ 条 又 は 都 条
例 第 ２ ４ 条 若 し く は 第
５ １ 条 第 ４ 号 （ 令 第 １
２ ９ 条 の ２ 第 １ 項 の 規
定が適用され、かつ、全
館 避 難 安 全 性 能 に 影 響
を 及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ
れ て い な い 場 合 に あ っ
て は 、 都 条 例 第 ５ １ 条
第４号を除く。）の規定
に適合しないこと。  

(8) 避 難 上 有
効 な バ ル
コニー  

避 難 上 有
効 な バ ル
コ ニ ー の
確 保 の 状
況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ １ 条 又 は 都 条
例 第 ７ 条 の ２ 、 第 １ ０
条の８、第１９条、第３
７ 条 若 し く は 第 ７ ３ 条
の 規 定 に 適 合 し な い こ
と。  

(9) 手 す り 等
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

目 視 及 び テ ス
ト ハ ン マ ー に
よ る 打 診 等 に
より確認する。 

著 し い さ び 又 は 腐 食 が
あること。  

(10) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

避 難 に 支 障 と な る 物 品
が 放 置 さ れ て い る こ と
。  

(11) 避 難 器 具
等 の 設 置
の状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ １ 条 又 は 都 条
例 第 ７ 条 の ２ 、 第 １ ９
条 、 第 ３ ７ 条 若 し く は
第 ７ ３ 条 の 規 定 に 適 合
しないこと。      

(12) 避 難 器 具
の 操 作 性
の 確 保 の

目 視 及 び 作 動
に よ り 確 認 す
る。  

避 難 ハ ッ チ が 開 閉 で き
な い こ と 又 は 避 難 器 具
が使用できないこと。  



状況        
(13) 階段  階段  直 通 階 段

の 設 置 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ０ 条 、 第 １ ２
１ 条 若 し く は 第 １ ２ ２
条 又 は 都 条 例 第 ７ 条 の
２、第１１条、第２４条
、 第 ４ ５ 条 若 し く は 第
５ １ 条 （ 令 第 １ ２ ９ 条
第 １ 項 の 規 定 が 適 用 さ
れ、かつ、階避難安全性
能 に 影 響 を 及 ぼ す 修 繕
等 が 行 わ れ て い な い 場
合 又 は 令 第 １ ２ ９ 条 の
２ 第 １ 項 の 規 定 が 適 用
され、かつ、全館避難安
全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ す
修 繕 等 が 行 わ れ て い な
い 場 合 に あ っ て は 、 令
第 １ ２ ０ 条 並 び に 都 条
例 第 １ １ 条 、 第 ４ ５ 条
第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第
５ １ 条 第 ２ 号 か ら 第 ４
号までを除く。）の規定
に適合しないこと。  

(14) 幅 の 確 保
の状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

令 第 ２ ３ 条 、 第 ２ ４ 条
若 し く は 第 １ ２ ４ 条 又
は 都 条 例 第 ４ ５ 条 （ 令
第 １ ２ ９ 条 第 １ 項 の 規
定が適用され、かつ、階
避 難 安 全 性 能 に 影 響 を
及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ
て い な い 場 合 に あ っ て
は 令 第 １ ２ ４ 条 第 １ 項
第 ２ 号 を 除 き 、 令 第 １
２ ９ 条 の ２ 第 １ 項 の 規
定が適用され、かつ、全
館 避 難 安 全 性 能 に 影 響
を 及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ
れ て い な い 場 合 に あ っ
て は 令 第 １ ２ ４ 条 第 １
項 並 び に 都 条 例 第 ４ ５
条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 を
除く。）の規定に適合し
ないこと。  

(15) 手 す り の
設 置 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認する。  

令 第 ２ ５ 条 の 規 定 に 適
合しないこと。  

(16) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

通 行 に 支 障 と な る 物 品
が 放 置 さ れ て い る こ と
。  

(17) 階 段 各 部
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

歩 行 上 支 障 が あ る ひ び
割れ、さび、腐食等があ
ること。  

(18) 屋 内 階 段 室 の 目 視 及 び 設 計 令 第 １ ２ ３ 条 第 １ 項 （



に 設
け ら
れ た
避 難
階段  

構 造 の 状
況  

図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ９ 条 の ２ 第 １
項 の 規 定 が 適 用 さ れ 、
か つ 、 全 館 避 難 安 全 性
能 に 影 響 を 及 ぼ す 修 繕
等 が 行 わ れ て い な い 場
合 に あ っ て は 第 １ 号 及
び第６号を除く。）の規
定に適合しないこと。  

(19) 屋 外
に 設
け ら
れ た
避 難
階段  

屋 内 と 階
段 と の 間
の 防 火 区
画 の 確 保
の状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ３ 条 第 ２ 項 （
令 第 １ ２ ９ 条 の ２ 第 １
項 の 規 定 が 適 用 さ れ 、
か つ 、 全 館 避 難 安 全 性
能 に 影 響 を 及 ぼ す 修 繕
等 が 行 わ れ て い な い 場
合 に あ っ て は 第 ２ 項 第
２号を除く。）の規定に
適合しないこと。  

  

(20)  開 放 性 の
確 保 の 状
況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

開 放 性 が 阻 害 さ れ て い
ること。  

(21) 特 別
避 難
階段  

令 第 １ ２
３ 条 第 ３
項 第 １ 号
に 規 定 す
る バ ル コ
ニー（以下
単に「バル
コニー」と
い う 。） 又
は付室（以
下単に「付
室」という
。） の 構 造
及 び 面 積
の 確 保 の
状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 特 別 避 難
階 段 の 位 置 及
び バ ル コ ニ ー
又 は 付 室 の 構
造を確認する。 

令 第 １ ２ ３ 条 第 ３ 項 （
令 第 １ ２ ９ 条 第 １ 項 の
規定が適用され、かつ、
階 避 難 安 全 性 能 に 影 響
を 及 ぼ す 修 繕 等 が 行 わ
れ て い な い 場 合 に あ っ
ては第１号、第２号、第
１ ０ 号 （ 屋 内 か ら バ ル
コ ニ ー 又 は 付 室 に 通 ず
る 出 入 口 に 係 る 部 分 に
限る。）及び第１２号を
除 き 、 令 第 １ ２ ９ 条 の
２ 第 １ 項 の 規 定 が 適 用
され、かつ、全館避難安
全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ す
修 繕 等 が 行 わ れ て い な
い 場 合 に あ っ て は 第 １
号 か ら 第 ３ 号 ま で 、 第
１ ０ 号 及 び 第 １ ２ 号 を
除く。）の規定に適合し
ないこと。  

(22) 階 段 室 又
は付室（以
下「付室等
」という。
）の排煙設
備 の 設 置
の状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

排 煙 設 備 が 設 置 さ れ て
いないこと。  

    
(23) 付 室 等 の

排 煙 設 備
の 作 動 の
状況  

各 階 の 主 要 な
排 煙 設 備 の 作
動を確認する。
ただし、３年以
内 に 実 施 し た
定 期 検 査 等 の

排 煙 設 備 が 作 動 し な い
こと。  



記 録 が あ る 場
合にあっては、
当 該 記 録 に よ
り 確 認 す る こ
とで足りる。      

(24) 付 室 等 の
外 気 に 向
か っ て 開
く こ と が
で き る 窓
の状況  

目 視 及 び 作 動
に よ り 確 認 す
る。  

外 気 に 向 か っ て 開 く こ
と が で き る 窓 が 開 閉 し
な い こ と 又 は 物 品 に よ
り 排 煙 に 支 障 が あ る こ
と。  

(25) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 に
物 品 が 放 置 さ れ て い る
こと。        

(26) 排 煙
設 備
等  

防 煙
壁  

防 煙 区 画
の 設 置 の
状況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

令 第 １ ２ ６ 条 の ３ の 規
定 に 適 合 し な い こ と 。
た だ し 、 令 第 １ ２ ８ 条
の ６ 第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、区画避難
安 全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ
す 修 繕 等 が 行 わ れ て い
な い 場 合 、 令 第 １ ２ ９
条 第 １ 項 の 規 定 が 適 用
され、かつ、階避難安全
性 能 に 影 響 を 及 ぼ す 修
繕 等 が 行 わ れ て い な い
場 合 又 は 令 第 １ ２ ９ 条
の ２ 第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、全館避難
安 全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ
す 修 繕 等 が 行 わ れ て い
ない場合を除く。  

(27) 防 煙 壁 の
劣 化 及 び
損 傷 の 状
況  

目 視 に よ り 確
認する。  

防煙壁にき裂、破損、変
形等があること。  

(28) 可 動 式 防
煙 壁 の 作
動の状況  

各 階 の 主 要 な
可 動 式 防 煙 壁
の 作 動 を 確 認
する。ただし、
３ 年 以 内 に 実
施 し た 定 期 検
査 等 の 記 録 が
あ る 場 合 に あ
っては、当該記
録 に よ り 確 認
す る こ と で 足
りる。  

可 動 式 防 煙 壁 が 作 動 し
ないこと。  

     
(29) 排 煙

設備  
排 煙 設 備
の 設 置 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ６ 条 の ２ 又 は
都 条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項
の 規 定 に 適 合 し な い こ
と。ただし、令第１２８
条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 が
適用され、かつ、区画避



難 安 全 性 能 に 影 響 を 及
ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ て
い な い 場 合 、 令 第 １ ２
９ 条 第 １ 項 の 規 定 が 適
用され、かつ、階避難安
全 性 能 に 影 響 を 及 ぼ す
修 繕 等 が 行 わ れ て い な
い 場 合 又 は 令 第 １ ２ ９
条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 が
適用され、かつ、全館避
難 安 全 性 能 に 影 響 を 及
ぼ す 修 繕 等 が 行 わ れ て
いない場合を除く。  

(30) 排 煙 設 備
の 作 動 の
状況  

各 階 の 主 要 な
排 煙 設 備 の 作
動を確認する。
ただし、３年以
内 に 実 施 し た
定 期 検 査 等 の
記 録 が あ る 場
合にあっては、
当 該 記 録 に よ
り 確 認 す る こ
とで足りる。  

排 煙 設 備 が 作 動 し な い
こと。  

 

(31) 排 煙 口 の
維 持 保 全
の状況  

目 視 に よ り 確
認 す る と と も
に、開閉を確認
する。  

排 煙 口 が 開 閉 し な い こ
と 又 は 物 品 に よ り 排 煙
に支障があること。  

(32) そ の
他 の
設 備
等  

非 常
用 の
進 入
口等  

非 常 用 の
進 入 口 等
の 設 置 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ６ 条 の ６ 又 は
第 １ ２ ６ 条 の ７ の 規 定
に適合しないこと。  

(33) 非 常 用 の
進 入 口 等
の 維 持 保
全の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

物 品 が 放 置 さ れ 進 入 に
支障があること。  

     
(34) 非 常

用 エ
レ ベ
ー タ
ー  

令 第 １ ２
９ 条 の １
３ の ３ 第
３ 項 に 規
定 す る 乗
降ロビー（
以下単に「
乗 降 ロ ビ
ー」という
。） の 構 造
及 び 面 積
の 確 保 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ９ 条 の １ ３ の
３ 第 ３ 項 の 規 定 に 適 合
しないこと。  

    
(35) 昇 降 路 又

は 乗 降 ロ
ビー（以下
「 乗 降 ロ
ビー等」と

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

排 煙 設 備 が 設 置 さ れ て
いないこと。  



い う 。） の
排 煙 設 備
の 設 置 の
状況  

(36) 乗 降 ロ ビ
ー 等 の 排
煙 設 備 の
作 動 の 状
況  

各 階 の 主 要 な
排 煙 設 備 の 作
動を確認する。
ただし、３年以
内 に 実 施 し た
定 期 検 査 等 の
記 録 が あ る 場
合にあっては、
当 該 記 録 に よ
り 確 認 す る こ
とで足りる。  

排 煙 設 備 が 作 動 し な い
こと。  

 
    
(37) 乗 降 ロ ビ

ー 等 の 外
気 に 向 か
っ て 開 く
こ と が で
き る 窓 の
状況  

目 視 に よ り 確
認 す る と と も
に、開閉を確認
する。  

外 気 に 向 か っ て 開 く こ
と が で き る 窓 が 開 閉 し
な い こ と 又 は 物 品 に よ
り 排 煙 に 支 障 が あ る こ
と。  

(38) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

乗 降 ロ ビ ー に 物 品 が 放
置されていること。  

(39) 非 常 用 エ
レ ベ ー タ
ー の 作 動
の状況  

非 常 用 エ レ ベ
ー タ ー の 作 動
を確認する。た
だし、３年以内
に 実 施 し た 定
期 検 査 等 の 記
録 が あ る 場 合
にあっては、当
該 記 録 に よ り
確 認 す る こ と
で足りる。  

非 常 用 エ レ ベ ー タ ー が
作動しないこと。  

     
(40) 非 常

用 の
照 明
装置  

非 常 用 の
照 明 装 置
の 設 置 の
状況  

目 視 及 び 設 計
図 書 等 に よ り
確認する。  

令 第 １ ２ ６ 条 の ４ 又 は
都 条 例 第 １ ４ 条 第 ２ 項
の 規 定 に 適 合 し な い こ
と。  

(41) 非 常 用 の
照 明 装 置
の 作 動 の
状況  

各 階 の 主 要 な
非 常 用 の 照 明
装 置 の 作 動 を
確認する。ただ
し、３年以内に
実 施 し た 定 期
検 査 等 の 記 録
が あ る 場 合 に
あっては、当該
記 録 に よ り 確
認 す る こ と で
足りる。  

非 常 用 の 照 明 装 置 が 作
動しないこと。  

    
(42) 照 明 の 妨

げ と な る
目 視 に よ り 確
認する。  

照 明 の 妨 げ と な る 物 品
が 放 置 さ れ て い る こ と



物 品 の 放
置の状況  

。  

       
６   
 
そ
の
他  

(1) 地 下
街等  

地 下
街 又
は 地
下 道
に 面
す る
建 築
物 の
地 下
の 部
分  

防火区画  設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 ７ ３ 条 の ６ （
都 条 例 第 ７ ３ の １ ８ に
お い て 準 用 す る 場 合 を
含 む 。）、 第 ７ ３ 条 の ９
又 は 第 ７ ３ 条 の １ ６ の
規 定 に 適 合 し な い こ と
。  

(2) 地 下 の 構
え 又 は 地
下 道 に 面
す る 建 築
物 の 地 下
の 部 分 と
地 下 道 と
の関係  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 ７ ３ 条 の ４ 又
は 第 ７ ３ 条 の １ ５ の 規
定に適合しないこと。  

(3) 地 下 道 の
直 通 階 段
の 確 保 の
状況  

設 計 図 書 等 に
よ り 確 認 し 又
は 鋼 製 巻 尺 等
に よ り 測 定 す
る。  

都 条 例 第 ７ ３ 条 の ５ 又
は 第 ７ ３ 条 の １ １ （ 都
条 例 第 ７ ３ の １ ８ に お
い て 準 用 す る 場 合 を 含
む。）の規定に適合しな
いこと。  

(4) 地 下 の 構
え の 各 部
分 か ら 地
下 道 等 ま
で の 歩 行
距 離 の 状
況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 ７ ３ 条 の ７ 又
は 第 ７ ３ 条 の ８ の 規 定
に適合しないこと。  

(5) 地 下 道 の
地 上 へ の
開 放 性 の
確 保 の 状
況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 ７ ３ 条 の １ ０
（ 都 条 例 第 ７ ３ 条 の １
８ に お い て 準 用 す る 場
合を含む。）の規定に適
合しないこと。  

(6) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

地 下 道 又 は 階 段 （ 出 入
口階段ホールを含む。）
部 分 に 避 難 に 支 障 と な
る 物 品 が 放 置 さ れ て い
ること。  

(7) 地 下
道 に
面 す
る 建
築 物
の 地
下 の
部分  

階 段 ホ ー
ル の 構 造
及び幅  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 ７ ３ 条 の １ ７
に適合しないこと。  

(8) 物 品 の 放
置の状況  

目 視 に よ り 確
認する。  

階 段 ホ ー ル 部 分 に 避 難
に 支 障 と な る 物 品 が 放
置されていること。  

      
(9) 特 殊

な 構
造等  

膜 構
造 建
築 物
の 膜
体 、
取 付

膜 体 及 び
取 付 部 材
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。た
だし、３年以内
に 実 施 し た 点

膜体に破れ、雨水貯留、
接 合 部 の は が れ 等 が あ
ること。  



部 材
等  

検 の 記 録 が あ
る 場 合 に あ っ
ては、当該記録
に よ り 確 認 す
る こ と で 足 り
る。  

(10) 膜 張 力 及
び ケ ー ブ
ル 張 力 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。た
だし、３年以内
に 実 施 し た 点
検 の 記 録 が あ
る 場 合 に あ っ
ては、当該記録
に よ り 確 認 す
る こ と で 足 り
る。  

膜 張 力 又 は ケ ー ブ ル 張
力 が 低 下 し て い る こ と
。  

(11) 免 震
構 造
建 築
物 の
免 震
層 及
び 免
震 装
置  

免 震 装 置
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況（免震
装 置 が 可
視 状 態 に
あ る 場 合
に限る。）  

目 視 に よ り 確
認 す る と と も
に、３年以内に
実 施 し た 点 検
の 記 録 が あ る
場 合 に あ っ て
は、当該記録に
より確認する。 

鋼 材 部 分 に 著 し い さ び
、腐食等があること。  

(12) 上 部 構 造
の 可 動 の
状況  

目 視 に よ り 確
認する。ただし
、３年以内に実
施 し た 点 検 の
記 録 が あ る 場
合にあっては、
当 該 記 録 に よ
り 確 認 す る こ
とで足りる。  

上 部 構 造 の 水 平 移 動 に
支 障 が あ る 状 態 と な っ
て い る こ と 又 は 障 害 物
があること。  

(13) 避雷設備  避雷針、避
雷 導 線 等
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

避 雷 針 又 は 避 雷 導 線 が
腐 食 、 破 損 又 は 破 断 し
ていること。  

(14) 煙突  建 築
物 に
設 け
る 煙
突  

煙 突 本 体
及 び 建 築
物 と の 接
合 部 の 劣
化 及 び 損
傷の状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

煙 突 本 体 及 び 建 築 物 と
の 接 合 部 に 著 し い ひ び
割 れ 、 肌 分 か れ 等 が あ
ること。  

(15) 附 帯 金 物
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

附 帯 金 物 に 著 し い さ び
、腐食等があること。  

(16) 令 第
１ ３
８ 条
第 １

煙 突 本 体
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

煙 突 本 体 に 鉄 筋 露 出 若
し く は 腐 食 又 は 著 し い
さび、さび汁、ひび割れ
、欠損等があること。  



(17) 項 第
１ 号
に 掲
げ る
煙突  

附 帯 金 物
の 劣 化 及
び 損 傷 の
状況  

必 要 に 応 じ て
双 眼 鏡 等 を 使
用 し 目 視 に よ
り確認する。  

ア ン カ ー ボ ル ト 等 に 著
しいさび、腐食、緊結不
良等があること。  

      
(18) 自 動

回 転
ド ア
（ 都
条 例
第 ８
条 の
７ の
規 定
に 適
合 す
る も
の で
あ り
、 か
つ 、
自 動
回 転
ド ア
と し
て 通
常 使
用 し
て い
る 場
合 に
限 る
。）  

構造  併 設 す る
自 動 式 引
き 戸 及 び
駆 け 込 み
防 止 さ く
等 の 危 険
防 止 装 置
の 設 置 状
況  

設 計 図 書 等 に
より確認する。 

都 条 例 第 ８ 条 の １ ２ 、
第 ８ 条 の １ ３ 又 は 第 ８
条 の １ ５ の 規 定 に 適 合
しないこと。  

(19) 作 動
の 状
況  

自 動 回 転
ド ア の 作
動の状況  

自 動 回 転 ド ア
の 作 動 を 確 認
する。ただし、
３ 年 以 内 に 実
施 し た 都 条 例
第 ８ 条 の １ ８
の 規 定 に 基 づ
く 点 検 等 に よ
り、都条例第８
条の１０、第８
条の１１、第８
条の１４、第８
条 の １ ６ 又 は
第 ８ 条 の １ ７
に 規 定 す る 事
項 に つ い て の
記 録 が あ る 場
合にあっては、
当 該 項 目 に つ
い て は 当 該 記
録 に よ り 確 認
す る こ と で 足
りる。  

都 条 例 第 ８ 条 の １ ０ 、
第 ８ 条 の １ １ 、 第 ８ 条
の １ ４ 、 第 ８ 条 の １ ６
又 は 第 ８ 条 の １ ７ の 規
定に適合しないこと。  

       

 

令和３年３月３１日  

小平市長   小   林   正   則     


